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第 3 章 法⼈税法の特例 
 
第 1 節の 2 特別税額控除及び減価償却の特例  
 
（中⼩企業者等が機械等を取得した場合の特別償却⼜は法⼈税額の特別控除）    
第 27 条の 6 法第 42 条の 6 第 1 項第 2 号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電⼦計算機に対する指令であつて

⼀の結果を得ることができるように組み合わされたもの（これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、
複写して販売するための原本その他財務省令で定めるものを除く。）とする。   

2 法第 42 条の 6 第 1 項第 4 号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第 2 条第 2 項に規
定する内航海運業とする。   

3 法第 42 条の 6 第 1 項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては 1 台⼜は 1 基（通
常 1 組⼜は 1 式をもつて取引の単位とされるものにあつては、1 組⼜は 1 式。以下この項において同じ。）の
取得価額（法⼈税法施⾏令第 54 条第 1 項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項におい
て同じ。）が 160 万円以上のものとし、⼯具、器具及び備品にあつては 1 台⼜は 1 基の取得価額が 120 万
円以上のもの（これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。）とし、ソフトウエアにあつては⼀のソフト
ウエアの取得価額が 70 万円以上のもの（これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。）とする。  

4 法第 42 条の 6 第 1 項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、⽔産養殖業、鉱業、卸売業、
道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。   

5 法第 42 条の 6 第 1 項に規定する政令で定める法⼈は、内航海運業法第 2 条第 2 項に規定する内航運
送の⽤に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法⼈とする。  

6 法第 42 条の 6 第 1 項に規定する政令で定める割合は、100 分の 75 とする。   
7 法第 42 条の 6 第 4 項に規定する政令で定める価額は、同項に規定する特定適格合併等の次の各号に掲

げる区分に応じ同項に規定する特定⽣産性向上設備等の当該各号に定める価額とする。   
 (1) 適格合併⼜は適格分割型分割 当該適格合併⼜は適格分割型分割に係る法⼈税法施⾏令第 123

条の 3 第 3 項に規定する帳簿価額に同令第 54 条第 1 項第 5 号イ（2）⼜はロ（2）に掲げる⾦額を
加算した⾦額 

 (2) 適格分社型分割（法⼈税法第 2 条第 12 号の 13 に規定する適格分社型分割をいう。）、適格現物出
資⼜は適格現物分配 法第 42 条の 6 第 4 項の中⼩企業者等における取得価額 

8 法第 42 条の 6 第 5 項の規定の適⽤を受けた同条第 1 項に規定する中⼩企業者等の有する同条第 5 項の
特別償却準備⾦の⾦額は、法第 52 条の 3 の規定により特別償却準備⾦として積み⽴てている⾦額とみなし
て、第 39 条の 13 第 23 項及び法⼈税法施⾏令第 22 条第 1 項の規定（当該中⼩企業者等の法第 42
条の 6 第 5 項の規定の適⽤を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第
39 条の 113 第 21 項及び同令第 155 条の 8 第 1 項の規定）を適⽤する。   

9 法第 42 条の 6 第 7 項に規定する政令で定める法⼈は、資本⾦の額⼜は出資⾦の額が 3000 万円を超え
る法⼈（法第 42 条の 4 第 12 項第 6 号に掲げる農業協同組合等を除く。）とする。   

10 法第 42 条の 6 第 12 項の規定の適⽤を受ける法⼈（法第 68 条の 11 第 12 項の規定の適⽤を受ける法
⼈を含む。）が、取消⽇（法第 42 条の 6 第 12 項に規定する取消⽇をいう。）の前⽇を含む事業年度以
後の各事業年度（当該取消⽇の前⽇を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消⽇
を含む事業年度以後の各事業年度）において、当該各事業年度開始の⽇前 1 年以内に開始した各連結
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事業年度における同条第 11 項に規定する連結税額控除限度額のうち当該法⼈に係る法第 68 条の 11 第
7 項⼜は第 8 項の規定による控除をしてもなお控除しきれない⾦額（同条第 7 項の供⽤年度⼜は同条第 8
項の特定供⽤年度終了の⽇の翌⽇から当該取消⽇の前⽇までの間に終了した連結事業年度（その間に終
了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度）における同条第 11 項に規定する
控除済⾦額がある場合には、当該控除済⾦額を控除した残額）の合計額（以下この項において「控除未済
超過額」という。）がある場合には、法第 42 条の 6 第 9 項の規定により当該各事業年度（法第 68 条の 11
第 7 項⼜は第 8 項の規定の適⽤を受けた各連結事業年度（当該取消⽇前に開始した各連結事業年度に
限る。）開始の⽇の翌⽇以後 1 年以内に開始する各事業年度に限る。）の所得に対する法⼈税の額から控
除される法第 42 条の 6 第 9 項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額
から当該控除未済超過額を控除した⾦額とする。   

11 法第 42 条の 6 第 12 項の規定の適⽤がある場合における法⼈税法の規定の適⽤については、次の表の上欄
に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。   

    

第 71 条第 1 項
第 1 号及び第 2
項第 1 号 

掲げる⾦額で 掲げる⾦額（租税特別措置法第 42 条の 6 第 12 項（連結納税の
承認を取り消された場合の法⼈税額）の規定により加算された⾦額
がある場合には、当該⾦額を控除した⾦額）で 

第 74 条第 1 項
第 3 号 

前節（税額の
計算） 

前節（税額の計算）及び租税特別措置法第 42 条の 6 第 12 項
（連結納税の承認を取り消された場合の法⼈税額） 

第 80 条第 1 項 加算した⾦額 加算した⾦額とし、租税特別措置法第 42 条の 6 第 12 項（連結納
税の承認を取り消された場合の法⼈税額）の規定により加算された
⾦額がある場合には、当該⾦額を控除した⾦額 

第 135 条第 2
項 

附帯税の額を
除く。） 

附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第 42 条の 6 第 12 項
（連結納税の承認を取り消された場合の法⼈税額）の規定により加
算された⾦額がある場合には、当該⾦額を控除した⾦額とする。） 

 
（⽣産性向上設備等を取得した場合の特別償却⼜は法⼈税額の特別控除）    
第 27 条の 12 の 5 法第 42 条の 12 の 5 第 1 項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電⼦計算機に対する指令であ

つて⼀の結果を得ることができるように組み合わされたもの（これに関連する財務省令で定める書類を含むもの
とし、複写して販売するための原本その他財務省令で定めるものを除く。）とする。   

2 法第 42 条の 12 の 5 第 1 項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区
分に応じ当該各号に定める規模のものとする。   

 (1) 機械及び装置 1 台⼜は 1 基（通常 1 組⼜は 1 式をもつて取引の単位とされるものにあつては、1 組⼜は
1 式。以下この条において同じ。）の取得価額（法⼈税法施⾏令第 54 条第 1 項各号の規定により計算
した取得価額をいう。以下第 5 項まで及び第 9 項において同じ。）が 160 万円以上のもの 

 (2) ⼯具、器具及び備品 1台⼜は1基の取得価額が120万円以上のもの（当該法⼈が当該事業年度（次
に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める期間に限る。次号及び第 4 号において同じ。）において、
取得（その製作⼜は建設の後事業の⽤に供されたことのないものの取得に限る。以下この条において同じ。）
⼜は製作をして国内にある当該法⼈の事業の⽤（貸付けの⽤を除く。以下この条において同じ。）に供した
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⼯具⼜は器具及び備品（それぞれ 1 台⼜は 1 基の取得価額が 30 万円以上のものに限る。）の取得価
額の合計額がそれぞれ 120 万円以上である場合の当該⼯具⼜は器具及び備品を含む。） 

イ 法第 42 条の 12 の 5 第 1 項に規定する指定期間（以下この条において「指定期間」という。）の初⽇
前に開始し、かつ、当該初⽇以後に終了する事業年度 

ロ 指定期間の末⽇以前に開始し、かつ、当該末⽇後に終了する事業年度 
 (3) 建物、建物附属設備及び構築物 ⼀の建物、建物附属設備⼜は構築物の取得価額が 120 万円以上の

もの（当該法⼈が当該事業年度において、取得⼜は建設をして国内にある当該法⼈の事業の⽤に供した
建物附属設備（⼀の建物附属設備の取得価額が 60 万円以上のものに限る。）の取得価額の合計額が
120 万円以上である場合の当該建物附属設備を含む。） 

 (4) ソフトウエア ⼀のソフトウエアの取得価額が 70 万円以上のもの（当該法⼈が当該事業年度において、取得
⼜は製作をして国内にある当該法⼈の事業の⽤に供したソフトウエア（⼀のソフトウエアの取得価額が 30 万
円以上のものに限る。）の取得価額の合計額が 70 万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。） 

3 法第 42 条の 12 の 5 第 3 項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区
分に応じ当該各号に定める規模のものとする。   

 (1) 機械及び装置 1 台⼜は 1 基の取得価額が 160 万円以上のもの 
 (2) ⼯具、器具及び備品 1 台⼜は 1 基の取得価額が 120 万円以上のもの（当該法⼈が法第 42 条の 12

の 5 第 3 項に規定する特例対象事業年度等（以下この項及び次項において「特例対象事業年度等」とい
う。）の指定期間内に、取得⼜は製作をして国内にある当該法⼈の事業の⽤に供した⼯具⼜は器具及び
備品（それぞれ 1 台⼜は 1 基の取得価額が 30 万円以上のものに限る。）の取得価額の合計額がそれぞ
れ 120 万円以上である場合の当該⼯具⼜は器具及び備品を含む。） 

 (3) 建物、建物附属設備及び構築物 ⼀の建物、建物附属設備⼜は構築物の取得価額が 120 万円以上の
もの（当該法⼈が特例対象事業年度等の指定期間内に、取得⼜は建設をして国内にある当該法⼈の事
業の⽤に供した建物附属設備（⼀の建物附属設備の取得価額が 60 万円以上のものに限る。）の取得
価額の合計額が 120 万円以上である場合の当該建物附属設備を含む。） 

 (4) ソフトウエア ⼀のソフトウエアの取得価額が 70 万円以上のもの（当該法⼈が特例対象事業年度等の指定
期間内に、取得⼜は製作をして国内にある当該法⼈の事業の⽤に供したソフトウエア（⼀のソフトウエアの
取得価額が 30 万円以上のものに限る。）の取得価額の合計額が 70 万円以上である場合の当該ソフトウ
エアを含む。） 

4 法第 42 条の 12 の 5 第 3 項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次
に掲げる規定（特例対象事業年度等が連結事業年度である場合には、第 39 条の 47 第 3 項各号に掲げ
る規定）とする。   

 (1) 法第 53 条第 1 項各号に掲げる規定  
 (2) 法第 61 条の 3 第 1 項、法第 64 条第 1 項（法第 64 条の 2 第 7 項⼜は第 65 条第 3 項において準

⽤する場合を含む。）、法第 65 条の七第1 項（法第65条の8第7 項において準⽤する場合を含む。）
⼜は法第 67 条の 4 第 2 項（同条第 9 項において準⽤する場合を含む。）の規定  

 (3) 所得税法等の⼀部を改正する法律（平成 26 年法律第 10 号）第 10 条の規定による改正前の租税特
別措置法（以下この号及び第 6 項第 2 号において「旧租税特別措置法」という。）第 65 条の 7 第 1 項
（旧租税特別措置法第 65 条の 8 第 7 項において準⽤する場合を含む。）の規定  

5 法第 42 条の 12 の 5 第 4 項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区
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分に応じ当該各号に定める規模のものとする。   

 (1) 機械及び装置 1 台⼜は 1 基の取得価額が 160 万円以上のもの 
 (2) ⼯具、器具及び備品 1 台⼜は 1 基の取得価額が 120 万円以上のもの（法第 42 条の 12 の 5 第 4 項

に規定する被合併法⼈等（以下この項及び次項において「被合併法⼈等」という。）が当該被合併法⼈
等の同条第 4 項に規定する特例対象事業年度等（以下この項及び次項において「特例対象事業年度等」
という。）の指定期間内に、取得⼜は製作をして国内にある当該被合併法⼈等の事業の⽤に供した⼯具
⼜は器具及び備品（それぞれ 1 台⼜は 1 基の取得価額が 30 万円以上のものに限る。）の取得価額の
合計額がそれぞれ 120 万円以上である場合の当該⼯具⼜は器具及び備品を含む。） 

 (3) 建物、建物附属設備及び構築物 ⼀の建物、建物附属設備⼜は構築物の取得価額が 120 万円以上の
もの（被合併法⼈等が当該被合併法⼈等の特例対象事業年度等の指定期間内に、取得⼜は建設をし
て国内にある当該被合併法⼈等の事業の⽤に供した建物附属設備（⼀の建物附属設備の取得価額が
60 万円以上のものに限る。）の取得価額の合計額が 120 万円以上である場合の当該建物附属設備を
含む。） 

 (4) ソフトウエア ⼀のソフトウエアの取得価額が 70 万円以上のもの（被合併法⼈等が当該被合併法⼈等の特
例対象事業年度等の指定期間内に、取得⼜は製作をして国内にある当該被合併法⼈等の事業の⽤に供
したソフトウエア（⼀のソフトウエアの取得価額が 30 万円以上のものに限る。）の取得価額の合計額が 70
万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。） 

6 法第 42 条の 12 の 5 第 4 項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定（被合併法⼈等の特例対
象事業年度等が連結事業年度である場合には、第 39 条の 47 第 5 項各号に掲げる規定）とする。   

 (1) 法第 64 条第 8 項（法第 64 条の 2 第 8 項⼜は第 65 条第 3 項において準⽤する場合を含む。）、法
第 65 条の 7 第 9 項（法第 65 条の 8 第 8 項において準⽤する場合を含む。）⼜は法第 67 条の 4 第
3 項（同条第 10 項において準⽤する場合を含む。）の規定  

 (2) 旧租税特別措置法第 65 条の 7 第 9 項（旧租税特別措置法第 65 条の 8 第 8 項 において準⽤する
場合を含む。）の規定 

7 法第 42 条の 12 の 5 第 4 項に規定する政令で定める価額は、同項に規定する特定適格合併等の次の各
号に掲げる区分に応じ同項に規定する特定⽣産性向上設備等の当該各号に定める価額とする。   

 (1) 適格合併⼜は適格分割型分割 当該適格合併⼜は適格分割型分割に係る法⼈税法施⾏令第 123 条
の 3 第 3 項に規定する帳簿価額に同令第 54 条第 1 項第 5 号イ（2）⼜はロ（2）に掲げる⾦額を加
算した⾦額 

 (2) 適格分社型分割（法⼈税法第 2 条第 12 号の 13 に規定する適格分社型分割をいう。）、適格現物出
資⼜は適格現物分配 法第 42 条の 12 の 5 第 4 項の法⼈における取得価額 

8 法第 42 条の 12 の 5 第 5 項の規定の適⽤を受けた法⼈の有する同項の特別償却準備⾦の⾦額は、法第
52 条の 3 の規定により特別償却準備⾦として積み⽴てている⾦額とみなして、第 39 条の 13 第 23 項及び
法⼈税法施⾏令第 22 条第 1 項の規定（当該法⼈の法第 42 条の 12 の 5 第 5 項の規定の適⽤を受け
た事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第 39 条の 113 第 21 項及び同令第
155 条の 8 第 1 項の規定）を適⽤する。   

9 ⻘⾊申告書を提出する法⼈が次の各号に掲げるときのいずれにも該当する場合には、当該法⼈の特定事業
年度（特定期間（法第 42 条の 12 の 5 第 2 項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。）の
末⽇以前に開始し、かつ、当該末⽇後に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。）における同条
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第 7 項及び第 8 項の規定の適⽤については、同項の規定により同条第 7 項に規定する税額控除限度額とさ
れる⾦額は、当該各号に定める⾦額の合計額とする。   

 (1) 指定期間内に特定⽣産性向上設備等（法第 42 条の 12 の 5 第 1 項に規定する特定⽣産性向上設備
等をいう。以下この項において同じ。）の取得等（同条第 1 項に規定する取得等をいう。次号において同
じ。）をして、これを特定事業年度のうち特定期間の末⽇後の期間内に国内にある当該法⼈の事業の⽤に
供した場合において、当該特定⽣産性向上設備等につき同項の規定の適⽤を受けないとき その事業の⽤に
供した当該特定⽣産性向上設備等の取得価額の 100 分の 4（建物及び構築物については、100 分の 2）
に相当する⾦額の合計額 

 (2) 特定期間内に特定⽣産性向上設備等の取得等をして、これを特定事業年度のうち特定期間の末⽇以前
の期間内に国内にある当該法⼈の事業の⽤に供した場合において、当該特定⽣産性向上設備等につき法
第 42 条の 12 の 5 第 1 項及び第 2 項の規定の適⽤を受けないとき その事業の⽤に供した当該特定⽣
産性向上設備等の取得価額の 100 分の 5（建物及び構築物については、100 分の 3）に相当する⾦額
の合計額 


